
駆
け
込
み
取
得
に
は

防
止
措
置
も

　

２
０
１
７
年
度
税
制
改
正
で
は
、

資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
（
資
金
決

済
法
）
に
規
定
す
る
仮
想
通
貨
の
譲

渡
に
つ
い
て
、
消
費
税
を
非
課
税
と

す
る
こ
と
が
盛
り
込
ま
れ
た
。
現
行

の
消
費
税
法
上
、
現
金
・
小
切
手
な

ど
の
支
払
手
段
や
、
商
品
券
・
プ
リ

ペ
イ
ド
カ
ー
ド
な
ど
の
物
品
切
手
等

の
譲
渡
な
ど
が
非
課
税
と
さ
れ
て
い

る
が
、
仮
想
通
貨
の
譲
渡
は
こ
れ
ら

の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
た
め
、

消
費
税
が
課
せ
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ

て
き
た
。

　

し
か
し
、
仮
想
通
貨
が
事
実
上
支

払
い
・
決
済
手
段
の
機
能
を
有
し
て

い
る
こ
と
は
現
金
な
ど
と
同
様
と
い

え
る
こ
と
や
、
欧
米
主
要
国
で
は
非

課
税
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、

仮
想
通
貨
に
つ
い
て
も
消
費
税
を
非

課
税
と
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
今
後
、

消
費
税
法
施
行
令
な
ど
の
改
正
に
よ

り
実
現
さ
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

今
回
の
改
正
は
、
17
年
７
月
１
日

以
後
に
事
業
者
が
国
内
で
行
う
仮
想

通
貨
の
譲
渡
等
お
よ
び
課
税
仕
入
れ

か
ら
適
用
さ
れ
、
同
日
以
後
の
仮
想

通
貨
の
譲
渡
は
消
費
税
が
非
課
税
と

な
る
。
事
業
者
が
譲
渡
の
た
め
に
行

っ
た
仮
想
通
貨
の
取
得
は
「
非
課
税

仕
入
れ
」
と
な
り
、
原
則
と
し
て
仕

入
税
額
控
除
を
利
用
で
き
な
く
な
る
。

　

ま
た
、
適
用
前
の
駆
け
込
み
取
得

で
の
仕
入
税
額
控
除
の
利
用
を
防
ぐ

た
め
、
適
用
前
に
一
定
の
数
量
以
上
、

仮
想
通
貨
を
取
得
し
た
場
合
は
、
仕

入
税
額
控
除
の
利
用
が
制
限
さ
れ
る
。

17
年
６
月
30
日
の
時
点
で
事
業
者
が

国
内
で
譲
り
受
け
た
仮
想
通
貨
を
税

抜
き
で
１
０
０
万
円
以
上
保
有
し
て

い
た
場
合
、
同
年
６
月
１
日
か
ら
30

日
ま
で
の
間
の
平
均
保
有
数
量
（
日

ご
と
）
と
比
較
し
て
増
加
し
て
い
る

と
き
は
、
そ
の
増
加
し
た
価
額
に
相

当
す
る
仮
想
通
貨
の
課
税
仕
入
れ
に

係
る
消
費
税
に
つ
い
て
仕
入
税
額
控

除
制
度
の
適
用
が
受
け
ら
れ
な
い
。

資
金
決
済
法
に
規
定
す
る

仮
想
通
貨
が
対
象

　

今
回
の
改
正
で
は
、
非
課
税
の
対

象
と
な
る
仮
想
通
貨
に
つ
い
て
「
資

金
決
済
法
に
規
定
す
る
仮
想
通
貨
」

と
し
て
い
る
。
資
金
決
済
法
は
、
16

年
５
月
に
仮
想
通
貨
交
換
業
に
対
す

る
規
制
を
導
入
す
る
改
正
が
行
わ
れ

て
い
る
（
17
年
４
月
に
施
行
予
定
）。

同
法
は
、
仮
想
通
貨
の
定
義
に
つ
い

て
、
①
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
シ
ス
テ
ム

（
電
子
情
報
処
理
組
織
）
を
使
用
し

て
移
転
で
き
る
財
産
的
価
値
で
、
②

不
特
定
の
者
と
の
間
で
、
物
・
サ
ー

ビ
ス
等
の
支
払
い
・
決
済
手
段
と
し

て
使
用
で
き
か
つ
購
入
・
売
却
で
き

る
も
の
、
ま
た
は
そ
れ
ら
と
相
互
に

交
換
で
き
る
も
の
、
と
規
定
し
て
い

る
。
日
本
円
、
ユ
ー
ロ
、
米
ド
ル
な

ど
の
法
定
通
貨
や
、
国
債
な
ど
の
法

定
通
貨
建
て
の
資
産
な
ど
は
除
外
さ

れ
て
い
る
。

　

ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
な
ど
は
、
こ
の
資

金
決
済
法
上
の
仮
想
通
貨
に
該
当
す

る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
金
融
庁
の

事
務
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
案
に
よ
れ
ば
、

特
定
店
舗
で
利
用
で
き
る
ポ
イ
ン
ト

な
ど
は
該
当
し
な
い
。
た
だ
し
、
同

案
で
は
仮
想
通
貨
の
該
当
性
に
つ
い

て
は
情
報
通
信
技
術
の
急
速
な
進
展

等
に
鑑
み
、
利
用
形
態
等
に
応
じ
個

別
具
体
的
に
判
断
す
る
と
し
て
お
り
、

注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

こ
ば
や
し
　
あ
き
こ

15
年
大
和
総
研
入
社
。
弁
護
士
（
東

京
弁
護
士
会
所
属
）。
国
内
外
の
法

律
・
制
度
の
調
査
、
と
く
に
税
制
や

会
社
法
、
金
融
商
品
取
引
法
、
民
法

に
関
す
る
調
査
に
注
力
し
て
い
る
。
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